
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
一
号

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気

通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
行
為
の
相

手
方
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者
を
次
の
よ
う
に
告
示
し
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
九
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
に
係
る
同
条
第
三
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
行
為
の
相
手
方
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
と
す
る
。

一

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

二

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

三

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

四

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
株
式
会
社

五

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ･

テ
ィ
エ
ム
イ
ー

六

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ぷ
ら
ら

七

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
ピ
ー
・
シ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ



二
頁

八

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
メ
デ
ィ
ア
サ
プ
ラ
イ
株
式
会
社


